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稲城市及び市議会の概要 

事    項 概    要 

１ 市の概要 

〇 市制施行年月日 

〇 人口 （Ｒ８．４．１） 

〇 世帯数（Ｒ８．４．１） 

〇 面積 

〇 都市形態 

 

 

昭和４６年１１日１日 

９４，８７６人 

４４，２７７世帯 

  １７．９７k㎡ 

首都圏都市 

 

２ 予算（Ｒ８年度当初） 

〇 一般会計 

    うち議会費 

〇 特別会計 

企業会計（下水道・市立病院） 

合  計 

〇 一般会計における財源構成 

一般財源 

    うち市税 

    うち地方交付税 

特定財源 

    うち市債 

〇 歳 入 合 計 

 

４７，７６１，０００千円 

   ３００，２９５千円（ 0.6％） 

１９，９５７，１８３千円（４会計） 

１２，２９１，６８２千円（２会計） 

８０，００９，８６５千円 

 

２３，２８４，６２８千円（48.8％） 

１８，１４８，５１４千円（38.0％） 

７５４，３８２千円（ 1.6％） 

２４，４７６，３７２千円（51.2％） 

２，０６２，６００千円（ 4.3％） 

４７，７６１，０００千円 

 

３ 議会の概要 

① 議員定数  条例定数 

          現員数 

 

② 党派別議員数（R7.9.1） 

         

 

２２人  

２１人（※R7.6.13 に１名自動失職） 

 

自由民主党        ９人 

公明党          ３人 

日本共産党        ３人 

稲城・生活者ネットワーク １人 

立憲民主党        １人 

無所属          ４人 

 

③ 会派別議員数（R7.9.1） 

※稲城市議会では、２名以上を

有する団体を「会派」としていま

す。 

 

 

 

 

 

稲志会          ６人 

新政会          ５人 

公明党          ３人 

日本共産党        ３人 

改革未来の会       ２人 

無所属          ２人 
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④ 常任委員会（定数） 

        （任期２年） 

・総務委員会       ７人 

 

 

・福祉文教委員会   ７人 

 

・建設環境委員会   ７人 

 

 

常任委員会 審査日程 

       市長の出席 

委員外議員の発言 

理事者側の出席者 

委員会報告作成者 

        内   容 

 

⑤ 議会運営委員会   ６人 

（任期２年） 

（各会派１名、委員長選出会派

は、１名追加） 

 

⑥ 特別委員会（定数） 

 

 

所管事項：企画部、総務部、会計課、消防本部、監査

委員及び選挙管理委員会の所管に関する事

項並びに他の委員会に属さない事項 

所管事項：福祉部、子ども福祉部、市立病院及び教育

委員会の所管に関する事項 

所管事項：市民部、産業文化スポーツ部、都市建設部、

都市環境整備部及び農業委員会の所管に関

する事項 

１日１委員会 

出席しない 

委員会に諮って決める（事例なし） 

副市長が出席、課長以上の担当者 

委員長又は職員 

質疑応答の概要を報告 

 

所管事項：議会の運営に関する事項、議会の会議規則、

委員会条例等に関する事項、議長の諮問に

関する事項 

 

 

・予算特別委員会（２１人） 

 議長を除く全員。予算特別委員会では３分科会 

（総務、福祉文教、建設環境分科会）を設置し、審査 

 

・補正予算特別委員会（１０人） 

 議長、議会選出の監査委員を除く議員の半数 

 

・決算特別委員会（１０人） 

 議長、議会選出の監査委員を除く議員の半数 

 

４ 議案書配付時期 招集告示日に議会運営委員会に配付、同日各議員分は、

議員控室に配付 

 

５ 一般質問   

 実施時期 

       通告締切 

       時間制限 

       再質問 

       質問順位 

       質問人数 

 

本会議３日目から３～４日間（１定は４日目から） 

招集日８日前の正午 

質問のみ３０分以内 

２回まで（小項目ごとに一問一答方式） 

通告順 

平均１８人 
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６ 代表質問   

 実施時期 

       通告締切 

       時間制限 

       再質問 

       質問順位 

 

第一回定例会（市長施政方針に対する質疑） 

招集日５日前の正午 

会派持ち時間制 

一回まで（一括質問一括答弁方式） 

大会派順 

 

７ 請願・陳情  

提出期限 

 

 

 

取り扱い 

請 願 

 

 

陳 情 

 

招集日の８日前の午後５時まで 

それ以降最終日４日前までに提出されたものは最終日

に委員会付託し継続審査とする 

それ以降は、次回 

 

本会議で議題とし、所管委員会に付託、委員会では紹

介議員の説明、質疑、討論、採決 

 

議会運営委員会で協議し決定する 

 

８ 視察旅費（予算） 常任委員会（２泊３日）  ７７，５００円 

議会運営委員会（１泊２日）６２，０００円 

 

９ 政務活動費金額（年額） 

（１人会派も認める） 

 

金額：３００，０００円 

〔月額 ２５，０００円（１人）〕 

１０ 報酬 

（令和６年４月１日 適用） 

（月額） 

議 長 ５５０，０００円  

副議長 ５０１，０００円  

委員長 ４７７，０００円  

議 員 ４６８，０００円  
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１１ 議会改革等について 

 

〇 議員定数の推移 

 

 

 

〇 広報に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 その他事項 

 

 

平成７年５月   議員定数を２４人に削減 

平成１１年５月  議員定数を２２人に削減 

 

 

昭和４２年８月  議会だより第１号を発刊 

（稲城町議会） 

平成１２年１２月 市議会ホームページを開設 

平成１６年６月  市役所１階ロビーにて本会議の 

         生中継を開始 

平成１７年６月  本会議映像のインターネット配信 

         を開始（中継・録画） 

平成２９年６月  委員会映像のインターネット配信 

         を開始（中継・録画） 

令和元年５月   市議会だより（第 222号から）を 

         全ページカラー印刷で発行開始 

 

平成９年６月   常任委員会で特定所管事務自主調  

         査を開始 

平成２７年６月  政務活動費において旅費領収書の 

         提出を義務化 

平成３０年６月  政務活動費の全領収書をホームペ

ージに公開を開始 

平成３１年４月  経費削減のため、本会議速記士を 

         廃止 

令和３年６月   タブレット端末を導入し、議案等 

         のペーパーレス化を実現 

令和７年９月   稲城市議会傍聴規則を改正し、乳

幼児・児童の傍聴を可能とした 

 

１２ 議会事務局構成 

 

 

・局   長 

  ・次   長 

  ・議 事 係（３ 名） 

  ・庶務調査係（３ 名） 

うち会計年度任用職員（１ 名）                   

計８名 

 

 


